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は
じ
め
に

　

非
行
少
年
の
健
全
育
成
と
は
、
少
年
が
非
行
を
克
服
し
成
長
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
非
行
少
年
に
対
し
、
公

権
力
の
干
渉
・
介
入
が
で
き
る
根
拠
や
範
囲
が
「
自
由
社
会
」
に
お
い
て
は
問
題
と
な
る�
。
一
般
的
に
自
由
社
会
に
あ
っ
て
、
介
入
・
干

渉
で
き
る
根
拠�
と
し
て
、
侵
害
原
理
、
保
護
原
理
、
道
徳
原
理
が
あ
る
。
現
に
非
行
少
年
は
、
各
種
の
公
的
機
関
・
組
織
か
ら
多
様
な
形

態
の
介
入
・
干
渉
を
受
け
る
。
非
行
少
年
に
対
し
て
強
制
手
段
を
用
い
る
正
当
化
根
拠
は
侵
害
原
理
で
説
明
で
き
る
が
、
少
年
法
に
い
う

健
全
育
成
と
い
う
理
念
の
も
と
で
は
、
保
護
原
理
に
も
非
行
少
年
に
対
す
る
強
制
手
段
の
正
当
化
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
保
護

原
理
の
強
調
は
不
当
な
介
入
・
干
渉
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
強
制
手
段
に
よ
る
介
入
「
自
体
」
の
正
当
化
根
拠
は
、
侵
害
原

理
で
あ
り
、
少
年
の
処
遇
に
お
け
る
個
々
の
強
制
の
正
当
化
根
拠
は
保
護
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る�
。

　

と
こ
ろ
が
、
健
全
育
成
と
は
少
年
に
と
っ
て
最
適
、
最
善
の
利
益
を
実
現
す
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
、
程
度
・
手
段
、
判
断
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主
体
等
々
少
年
に
と
っ
て
の
最
善
の
利
益
の
観
察
の
視
点
は
そ
れ
程
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
近
年
の
少
年
非
行
の
質
的
変
化

は
、
責
任
主
体
の
明
確
化
（
処
罰
）
を
要
求
し
、
他
方
、
自
己
決
定
尊
重
の
観
点
か
ら
、
介
入
・
干
渉
回
避
を
招
来
す
る
。
い
わ
ば
、
両

者
と
も
少
年
に
責
任
を
問
う
主
体
（
自
立
主
体
）
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
少
年
法
上
の
少
年
の
成
人
化
を
促
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
健
全
育
成
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
い
わ
ば
成
人
の
行
刑
目
的
で
あ
る
社
会
復
帰
の
内
容
に
近
似
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ

ま
り
道
徳
的
矯
正
、
行
為
の
再
社
会
化
、
そ
し
て
社
会
的
生
活
関
係
の
再
社
会
化
と
い
う
「
社
会
復
帰
」
行
刑
の
内
容
に
で
あ
る
。「
保

護
と
し
て
の
刑
罰
」
が
少
年
に
と
っ
て
最
善
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
た
成
人
の
刑
事
手
続
と
同
様
適
正
手
続

の
保
障
要
求
は
強
ま
り
、
手
続
き
の
形
式
性
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
保
護
主
義
は
後
退
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
、
少
年
の
健
全
育
成
を
求
め
る
方
途
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

少
年
は
そ
も
そ
も
親
の
監
護
・
教
育
の
下
に
あ
り
（
民
法
八
二
〇
条
）、
そ
の
監
護
・
教
育
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
逸
脱
す
る
場
合
、
罪

を
犯
す
虞
れ
が
あ
る
こ
と
を
含
み
、
性
格
の
矯
正
と
環
境
の
調
整
の
た
め
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
責
任
が
含
ま
れ

て
い
る
。
一
つ
は
「
少
年
の
責
任
」
で
あ
り
、
他
は
「
親
の
責
任
」
で
あ
る
。
少
年
は
親
の
監
護
・
教
育
を
逸
脱
し
た
責
任
で
あ
り
、
親

は
可
能
で
必
要
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
な
し
え
な
か
っ
た
責
任
で
あ
る
。

　

少
年
の
「
責
任
」
と
は
「
法
的
非
難
を
受
け
る
べ
き
地
位
」
で
あ
り
、
実
質
的
な
意
味
で
の
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
犯
罪
・
非

行
行
為
に
つ
い
て
、
こ
の
法
的
非
難
と
し
て
の
責
任
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
犯
罪
・
非
行
行
為
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
を

乱
し
、
人
々
に
不
安
や
混
乱
を
招
き
、
何
よ
り
も
被
害
者
に
対
す
る
責
任
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
に
基
づ
く
制
裁
と
し
て
の
刑
罰

と
保
護
処
分
は
、
同
質
性
・
連
続
性
を
有
し
、
そ
の
選
択
基
準
は
、
年
令
と
少
年
の
責
任
の
量
と
処
遇
の
適
合
性
に
よ
る�
。
も
ち
ろ
ん
、
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４
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刑
罰
と
保
護
処
分
の
中
味
は
「
刑
罰
」
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
目
的
・
性
質
が
異
な
る
が
、
現
在
わ
が
国
に
お
い
て
制
裁
と
し
て

の
刑
罰
が
、
改
善
・
社
会
復
帰
と
い
う
教
育
機
能
も
（
そ
れ
が
十
分
で
な
い
と
し
て
も
）
有
し
て
い
る
以
上
、
制
裁
と
し
て
の
保
護
処
分

と
目
的
・
性
質
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
制
裁
」
と
「
教
育
」
が
相
反
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
、
法
的
非
難
を
受
け
る

地
位
に
あ
る
者
に
「
教
育
」
は
成
り
立
た
な
く
な
り
、「
教
育
機
能
の
擬
制
」
が
あ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
法
的
非

難
を
受
け
る
地
位
に
あ
る
者
つ
ま
り
犯
罪
・
非
行
少
年
に
対
す
る
教
育
機
能
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
的
非
難
を
受
け
る

地
位
に
あ
る
者
に
、
自
ら
の
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
す
る
と
い
う
罪
の
自
覚
・
規
範
意
識
の
覚
醒
を
生
み
出
す
た
め
の
教
育

方
法
の
中
味
の
充
実
を
問
う
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
加
害
少
年
の
責
任
は
ま
ず
は
法
的
責
任
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
主
体
的
に
被
害
者
へ

の
責
任
を
果
た
し
う
る
工
夫
を
さ
ら
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。

　

少
年
法
二
条
二
項
に
お
い
て
、
少
年
に
対
し
て
法
律
上
監
護
教
育
の
義
務
あ
る
者
及
び
少
年
を
現
に
監
護
す
る
者
を
保
護
者
と
し
、

「
親
」
と
い
う
概
念
を
少
年
法
で
は
用
い
て
い
な
い
の
で
、
以
下
「
保
護
者
」
の
責
任
と
同
義
で
「
親
」
の
責
任
と
い
う
。「
非
行
の
責
任

は
親
に
も
あ
る
」
と
い
う
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
求
め
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
二
〇
〇
三
年
七
月
、
二
〇
〇
四
年

六
月
に
発
生
し
た
十
二
歳
、
十
一
歳
に
よ
る
事
件
は
、
触
法
少
年
だ
け
に
、
そ
の
事
件
の
「
責
任
」
の
具
体
的
行
方
が
不
透
明
ゆ
え
に�
、

親
の
み
に
「
責
任
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
親
」
に
対
す
る
責
任
追
及
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
子
ど
も
に
対

す
る
虐
待
等
の
犯
罪
行
為
を
行
う
親
と
は
異
な
り
、「
犯
罪
行
為
」
を
行
っ
て
い
な
い
親
に
刑
罰
と
い
う
法
的
責
任
を
科
す
こ
と
は
、
も

ち
ろ
ん
刑
法
の
自
己
責
任
の
原
則
か
ら
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
年
の
要
保
護
性
か
ら
は
、
親
や
学
校
、
地
域
社
会
を
は
じ
め
少
年
を

取
り
ま
く
「
社
会
」
に
対
し
て
一
定
の
「
責
任
」
分
担
を
求
め
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
少
年
法
は
「
親
」
を
当
事
者
と
し
て
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位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
「
責
任
」
が
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
権
利
と
義
務
が
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
「
責

任
」
が
求
め
ら
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る�
。

二．

少
年
法
制
に
お
け
る
親
の
「
責
任
」

　

犯
罪
・
非
行
少
年
の
「
親
」
の
対
応
は
、
た
と
え
ば
万
引
で
補
導
さ
れ
た
場
合
な
ど
非
協
力
的
で
あ
り
、「
親
」
と
し
て
の
適
格
性
に

欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
は
警
察
、
少
年
補
導
な
ど
少
年
に
接
す
る
人
々
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
少
年
司
法
手

続
前
に
お
け
る
学
校
、
地
域
社
会
の
現
場
で
の
こ
の
よ
う
な
「
孤
立
し
た
親
達
」
の
問
題
は
、
少
年
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
現
行
少
年
法
制
上
の
「
責
任
」
に
限
定
す
る�
。

　

親
の
子
ど
も
に
対
す
る
養
育
（
民
法
八
一
八
条
）
が
失
敗
し
、
犯
罪
・
非
行
と
い
う
形
で
具
体
化
し
た
場
合
、
家
庭
内
で
お
こ
っ
た
子

ど
も
の
出
来
事
だ
か
ら
と
い
っ
て
内
部
的
に
解
決
す
る
自
律
性
、
つ
ま
り
親
の
自
律
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
少
年
の
犯
罪
・

非
行
が
家
庭
内
の
出
来
事
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
犯
罪
・
非
行
の
行
為
者
で
あ
る
少
年
に
は
法
が
強
制
的
に
介
入
す

る
。
一
方
「
保
護
者
は
、
未
成
熟
で
判
断
能
力
に
欠
け
る
少
年
に
代
わ
っ
て
行
動
す
る
『
少
年
の
権
利
・
利
益
の
擁
護
者
』、
非
行
を
契

機
に
国
家
的
保
護
が
加
え
ら
れ
る
際
に
協
力
す
べ
き
『
国
家
的
保
護
へ
の
協
力
者
』、
少
年
を
監
護
す
る
者
と
し
て
少
年
の
保
護
環
境
を

構
成
し
ま
た
少
年
の
事
情
を
も
っ
と
も
良
く
把
握
し
て
い
る
『
資
料
提
供
者
』、『
保
護
的
措
置
の
働
き
か
け
の
対
象
者
』
と
し
て
の�
」
重

複
し
た
役
割
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
付
添
人
選
任
権
（
十
条
一
項
）、
自
ら
付
添
人
と
な
る
権
利
（
同
条
二
項
）、
審
判
出
席
権
（
規
二

五
条
二
項
）、
意
見
陳
述
権
（
規
三
十
条
）、
抗
告
・
再
抗
告
の
権
利
（
三
二
条
、
三
五
条
）
が
認
め
ら
れ
る
が
他
方
、
調
査
応
諾
義
務
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（
七
条
、
八
条
）、
出
頭
義
務
（
十
一
条
）、
試
験
観
察
応
諾
義
務
（
二
五
条
二
項
二
号
）、
扶
養
義
務
の
あ
る
保
護
者
に
は
費
用
負
担
義
務

（
三
一
条
一
項
）、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
訓
戒
・
指
導
者
等
を
受
け
る
義
務
（
二
五
条
の
二
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
重
複
し
た

役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
親
が
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
の
介
入
で
あ
る
。

　
�
調
査
応
諾
義
務
、
出
頭
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
、
少
年
の
要
保
護
性
に
関
す
る
情
報
が
欠
け
る
だ
け
で
な
く
、
当
該
少
年
の
権
利

擁
護
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
親
自
身
の
権
利
義
務
の
変
更
を
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
件
の
調
査
又

は
審
判
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
保
護
者
に
対
し
て
呼
出
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
十
一
条
一
項
）
と
し
、
親
が

正
当
な
理
由
な
く
不
出
頭
の
場
合
、
対
象
者
を
し
て
指
定
さ
れ
た
場
所
に
強
制
力
を
用
い
て
連
行
す
る
同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
法
十
一
条
二
項
）。
親
の
呼
出
は
強
行
法
規
で
あ
り
そ
れ
を
欠
く
と
違
法
と
な
り
、
裁
判
所
は
適
正
な
呼
出
を
行
っ
た
が
親
が
明
確
に
審

判
に
非
協
力
で
あ
る
場
合
で
も
同
行
状
を
発
し
同
行
を
強
制
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
親
の
審
判
へ
の
出
席
が
な
く
て
も
審
判
を
行

う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
少
規
二
八
条
三
号
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
審
判
そ
の
も
の
へ
の
出
席
の
強
制
は
で
き
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
出
頭
し
先
述
の
義
務
の
履
行
を
果
た
す
こ
と
に
実
質
的
意
義
が
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
親
の
協
力
を
求
め
る
努
力
と
と
も
に
、
最

終
的
手
続
と
し
て
同
行
と
い
う
強
制
力
を
用
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
�
法
二
五
条
の
二
は
、
当
該
保
護
者
に
対
し
て
養
育
態
度
や
親
子
関
係
の
問
題
点
を
指
摘
し
必
要
な
助
言
を
与
え
る
な
ど
の
措
置
は
、

従
来
よ
り
調
査
・
審
判
の
実
務
に
お
い
て
裁
判
官
も
し
く
は
調
査
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
明
分
化
し
保
護
者
に
対
す
る
働

き
か
け
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
調
査
や
試
験
観
察
に
お
け
る
調
査
官
か
ら
保
護
者
へ
の
働
き
か
け
の
根
拠
規
定
と
な
り
積

極
的
・
説
得
的
な
働
き
か
け
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
強
制
力
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
り
そ
の
違
反
に
対
し
法
的
制
裁
を
加
え

五
五
九
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五
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社
法
学　
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七
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五
六
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（
二
○
四
八
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
親
の
心
理
的
安
定
あ
る
い
は
親
と
し
て
の
自
信
の
回
復
が
当
該
少
年
の
安
定
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
規
定
が
明
文
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
家
庭
裁
判
所
の
働
き
か
け
の
実
効
性
の
工
夫
が
さ
ら
に
な
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
二
五
条
の
二
は
親
は
問
題
を
自
覚
し
、
再
非
行
を
防
止
す
る
義
務
を
明
文
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
法
二

五
条
の
試
験
観
察
に
お
い
て
親
は
再
犯
の
防
止
義
務
者
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た�
。
試
験
観
察
の
中
で
も
条
件
付
保
護
者
引
渡

（
法
二
五
条
二
項
二
号
）
は
親
に
当
該
少
年
の
保
護
監
督
に
つ
い
て
必
要
な
条
件
を
親
に
対
し
て
具
体
的
に
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
親

に
対
す
る
直
接
の
指
示
だ
け
に
、
裁
判
所
の
働
き
か
け
の
中
で
も
よ
り
強
い
も
の
で
あ
る
。
親
は
働
き
か
け
に
応
じ
る
責
任
が
生
じ
、
親

の
積
極
的
・
能
動
的
責
任
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
保
護
処
分
の
際
に
も
親
に
は
よ
り
積
極
的
な
再
犯
防
止
義
務

が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
特
に
保
護
観
察
に
つ
い
て
、
犯
罪
者
予
防
更
正
法
三
四
条
二
項
、
三
六
条
二
項
）。

　
�
少
年
司
法
制
度
の
中
で
「
親
の
責
任
」
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
当
該
少
年
の
親
を
第
三
者
で
な
く
当
事
者
と
し
て
の
役
割
を

付
与
し
、
裁
判
所
の
働
き
か
け
に
段
階
的
に
応
じ
た
役
割
を
課
し
、
そ
の
役
割
が
果
た
せ
な
い
こ
と
に
対
し
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
強
制
力
に
も
段
階
が
あ
り
、
そ
の
違
反
に
対
す
る
法
的
制
裁
は
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
家
庭
で
の
養
育
に
お
け
る

子
ど
も
お
よ
び
社
会
に
対
す
る
役
割
は
子
ど
も
を
健
全
育
成
す
る
こ
と
で
あ
り
そ
れ
が
不
適
切
で
あ
る
と
き
そ
れ
に
見
合
っ
た
責
任
が
生

じ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
現
行
の
少
年
司
法
手
続
の
中
で
は
「
再
非
行
」
を
防
止
し
、
再
び
健
全
な
少
年
に
育
成
す
る
た
め
に

「
親
」
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
非
行
」
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
責
任
を
問
う
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
�
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
「
非
行
」
防
止
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
責
任
を
直
接
に
親
に
追
求
す
る
制
度
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
家

庭
の
自
律
性
を
前
提
に
「
親
」
の
養
育
の
自
律
性
に
依
拠
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
衝
撃
的
な
触
法
少
年
事
件�

（
９
）

（　

）
１０



は
、
家
庭
に
お
け
る
親
の
教
育
力
の
低
下
状
況
と
と
も
に
、「
親
」
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
責
任
を
超
え
た
責
任
を
求
め
る
状
況
を
生
み

出
し
、
性
急
に
非
行
防
止
を
求
め
る
こ
と
が
「
親
」
へ
の
「
責
任
」
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
非
行
少
年
の
親
の
法
的
責
任
は
従
来
、
少

年
法
制
外
の
法
的
枠
組
の
中
で
つ
ま
り
民
事
裁
判
の
中
で
問
わ
れ
て
き
た�
。
最
近
の
判
例
で
も
親
の
監
督
義
務
と
し
て
積
極
的
な
非
行
防

止
義
務
が
存
在
し
、
そ
の
義
務
を
怠
り
非
行
の
発
生
を
招
く
こ
と
に
親
の
責
任
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る�
。
ま
た
「
東
京
都
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
」
一
五
条
の
四
は
「
保
護
者
は
通
勤
又
は
通
学
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
（
午
後
十
一
時

か
ら
翌
日
午
前
四
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
）
に
青
少
年
を
外
出
さ
せ
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
犯
罪
・
非
行
の
加

害
者
化
、
被
害
者
化
を
防
止
す
る
た
め
に
、
保
護
者
に
深
夜
外
出
制
限
の
努
力
義
務
を
課
し
、
親
の
非
行
防
止
の
責
任
を
追
求
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
た
だ
、
努
力
義
務
で
あ
り
違
反
に
対
し
法
的
制
裁
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
に
青
少
年
育
成
推

進
本
部
が
策
定
し
た
「
青
少
年
育
成
施
策
大
綱
」
お
よ
び
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
が
策
定
し
た
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
行
動

計
画
」
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
少
年
犯
罪
を
抑
止
し
、
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
が
重
要
か
つ
喫
緊
の
課
題
と
し
て
取
り
あ
げ

ら
れ
、
警
察
庁
の
二
〇
〇
四
年
四
月
制
定
の
「
少
年
非
行
防
止
・
保
護
総
合
対
策
推
進
要
綱
」
に
お
い
て
も
同
様
の
指
針
の
も
と
で
少
年

事
件
に
取
組
ん
で
い
る
が
、「
親
」
の
責
任
に
法
的
制
裁
を
担
保
と
し
て
子
ど
も
の
非
行
防
止
を
求
め
る
法
制
策
定
を
課
題
と
は
し
て
い

な
い
。
た
だ
「
親
」、
保
護
観
察
官
、
保
護
司
を
含
め
関
係
者
が
対
象
者
と
の
接
触
を
確
保
し
、
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
法
二
五
条
の
二
は
親
へ
の
家
裁
の
措
置
は
そ
の
方
向
性
を
促
進
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
少
年
法
制

上
、
親
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
履
行
の
強
化
の
一
方
策
と
し
て
、
義
務
履
行
違
反
に
法
的
制
裁
を
課
す
こ
と
の
是
非
は
一
定
期
間
の
法
二
五

条
の
二
の
施
行
状
況
を
み
る
必
要
が
あ
る�
。
犯
罪
非
行
に
対
す
る
反
省
、
責
任
の
覚
醒
は
本
人
の
課
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
親
の
指

（　

）
１１

（　

）
１２

（　

）
１３
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導
態
度
や
保
護
姿
勢
と
関
わ
る
以
上
、「
親
」
の
当
事
者
と
し
て
の
役
割
が
増
大
す
る
中
で
そ
の
「
親
」
を
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
で
支
え

る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。三．

小
括

　

教
育
的
処
遇
へ
の
批
判
は
、
処
罰
化
要
求
の
側
の
み
な
ら
ず
い
わ
ば
少
年
司
法
の
手
続
の
適
正
化
要
求
に
よ
っ
て
も
後
退
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
少
年
審
判
の
場
が
も
っ
て
い
た
非
公
式
的
手
続
ゆ
え
の
教
育
的
側
面
を
失
う
可
能
性
は
高
ま
る
。
ま
た
少
年
審
判
・
矯
正
の
プ

ロ
セ
ス
の
教
育
的
処
遇
の
成
果
は
ま
だ
、
社
会
を
説
得
す
る
成
果
を
示
し
て
い
な
い
ゆ
え
の
批
判
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
育
的
審

判
・
処
遇
に
新
た
な
視
点
と
新
た
な
強
化
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る�
。
被
害
者
学
の
視
点
か
ら
の
少
年
手
続
の
改
善
と
あ
わ
せ
、
加
害
者
お

よ
び
そ
の
親
に
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
「
責
任
感
」
と
「
義
務
履
行
」
を
醸
成
す
る
上
で
、
裁
判
所
に
よ
る
「
親
」
に

対
す
る
働
き
か
け
の
根
拠
規
定
の
存
在
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
少
年
司
法
に
お
い
て
、
被
害
者
、
加
害
者
、
地
域
社
会
三
者
の
新
た
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
開
発
は
新
た
な
視
点
で
加
害
者
側
を
支
援
し
、
引
い
て
は
三
者
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
被
害
者
、
加
害
者
両
者
を
支
え
る
要
と
な
る
地
域
社
会
そ
の
も
の
が
衰
退
し
て
い
る
状
況
を
み
る
と
、
そ
の
前
途
は
容
易
な
も
の

で
は
な
い
。

（
１
）　

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
「
責
任
」
は
成
立
す
る
の
か
ま
た
「
倫
理
」
は
成
立
す
る
の
か
と
い
う
公
私
の
関
係
領
域
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
試
行
と
思

考
錯
誤
が
続
い
て
い
る
。
北
田
暁
大
『
責
任
と
正
義
』（
二
〇
〇
三
年
）
勁
草
書
房
、
瀧
川
裕
英
『
責
任
の
意
味
と
制
度
―
―
負
担
か
ら
応
答
へ
―
―
』

（　

）
１４



（
二
〇
〇
三
年
）
勁
草
書
房

（
２
）　

荒
木
伸
怡
「
少
年
法
執
行
機
関
に
よ
る
働
き
か
け
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
集
『
青
少
年
―
生
活
と
行
動
』（
一
九
八
二
年
）

二
八
九
頁
な
ど
が
あ
る
が
、「
健
全
育
成
」
の
意
味
・
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
憲
法
一
三
条
と
の
関
連
を
踏
ま
え
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）　

多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
澤
登
俊
雄
著
『
現
代
社
会
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
ゆ
み
る
出
版
（
一
九
九
七
年
）
一
二
四
頁
以
下
、
福
田
雅
章
「
刑
事
法
に

お
け
る
強
制
の
根
拠
と
し
て
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
―
ミ
ル
の
「
自
由
原
理
」
に
内
在
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
一
橋
論
叢
一
〇
三
巻
一
号
（
一
九
九
〇

年
）、
新
江
正
治
「
少
年
矯
正
と
法
的
統
制
」
刑
政
一
〇
四
巻
七
、
八
、
九
号
（
一
九
九
三
年
）
な
ど
を
記
す
に
留
め
る
。

（
４
）　

佐
伯
仁
志
「
少
年
法
の
理
念
―
―
保
護
処
分
と
責
任
―
―
」
猪
瀬
愼
一
郎
・
森
田
明
・
佐
伯
仁
志
編
『
少
年
法
の
あ
ら
た
な
展
開
』（
二
〇
〇
一
年
）

有
斐
閣
三
五
頁
以
下
。

（
５
）　

森
田
明
「
触
法
少
年
の
法
的
取
扱
い
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
二
八
〇
号
三
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
四
年
一
月
）
は
、
こ
の
間
の
論
調
の
迷
走
を
批
判
し
、

少
年
院
収
容
の
性
質
に
つ
い
て
歴
史
的
論
拠
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
低
年
齢
の
少
年
の
厳
罰
化
で
は
解
決
し
な
い
と
す
る
山
本
聡
「
低
年

齢
の
子
ど
も
の
犯
罪
に
ど
う
対
処
す
る
か
」
論
座
二
〇
〇
四
年
十
二
月
号
八
二
頁
以
下
。

（
６
）　

澤
登
俊
雄
「
少
年
非
行
に
お
け
る
大
人
の
責
任
と
子
ど
も
の
責
任
」
季
刊
教
育
法
一
二
一
九
号
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
）
七
頁
は
「
責
任
の
性
質
か
ら

は
、
民
事
賠
償
責
任
や
刑
事
責
任
は
『
回
顧
的
な
責
任
』
と
」
し
、「
親
に
対
す
る
訓
戒
・
指
導
な
ど
の
措
置
や
、
保
護
処
分
執
行
に
必
然
的
に
伴
う
親
権

の
制
限
な
ど
は
、
少
年
の
『
健
全
育
成
』
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、『
民
望
的
な
責
任
』
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
７
）　

後
藤
弘
子
「
少
年
非
行
と
親
の
『
責
任
』」
法
律
時
報
七
六
巻
八
号
（
二
〇
〇
四
年
七
月
号
）
二
七
頁
以
下
が
最
近
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
多
く

の
示
唆
を
受
け
た
。

（
８
）　

田
宮
裕
・
廣
瀬
健
二
編
『
注
釈
少
年
法
改
訂
版
』（
二
〇
〇
一
年
）
有
斐
閣
三
二
頁
以
下
。

（
９
）　

菊
地
和
典
「
試
験
観
察
の
実
態
」
平
野
龍
一
編
集
代
表
『
講
座　

少
年
保
護
』（
一
九
八
二
年
）
大
成
出
版
社
所
収　

三
八
六
頁
以
下
。

（　

）　

二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
四
年
に
発
生
し
た
二
件
の
少
年
事
件

１０
（　

）　

斎
藤
義
房
「
子
ど
も
が
惹
き
起
し
た
事
件
の
民
事
裁
判
に
み
る
親
の
責
任
」
季
刊
教
育
法
一
三
九
号
（
二
〇
〇
二
年
十
二
月
）
十
二
頁
以
下
。
斎
藤
氏

１１
に
よ
れ
ば
四
つ
の
類
型
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
子
の
不
法
行
為
時
に
、
親
が
そ
の
行
為
を
現
認
し
、
直
接
に
監
視
、
指
導
、
助
言
な
ど
を
す
る
こ
と
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意
味
す
る
も
の�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
五
二
）

が
可
能
な
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
。
②
子
の
不
法
行
為
に
用
い
ら
れ
た
一
定
の
道
具
・
手
段
（
ナ
イ
フ
や
自
動
車
な
ど
）

が
親
の
管
理
下
か
ら
子
に
渡
っ
て
お
り
、
そ
の
用
法
に
つ
い
て
、
親
が
適
切
な
指
示
を
怠
っ
た
場
合
。
③
子
が
日
頃
か
ら
問
題
行
動
を
示
し
て
お
り
、
他

人
に
な
ん
ら
か
の
危
害
・
損
害
を
加
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
知
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
十
分
な
監
督
・

指
導
・
教
育
を
怠
っ
た
場
合
。
④
の
類
型
と
し
て
、
右
の
三
類
型
に
属
さ
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
子
が
親
の
現
認
監
督
の
下
に
な
く
、
子
が
不
法
行
為

に
用
い
た
道
具
・
手
段
は
子
ど
も
自
身
が
選
択
し
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
子
の
日
頃
の
行
動
に
問
題
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。

（　

）　

川
井
健
・
飯
塚
和
之
「
責
任
能
力
の
あ
る
未
成
年
者
の
不
法
行
為
と
監
督
義
務
者
の
不
法
行
為
責
任
」
判
例
評
論
一
八
八
号
（
判
例
時
報
七
四
九
号
）

１２
（　

）　

一
九
九
三
年
二
月
発
生
の
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
バ
ル
ジ
ャ
ー
の
殺
害
に
関
わ
っ
た
一
〇
才
の
二
人
の
少
年
事
件
が
英
国
少
年
法
制
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て

１３
き
た
（
バ
ル
ジ
ャ
ー
事
件
に
つ
い
て
は
、
小
木
曽
綾
「
バ
ル
ジ
ャ
ー
事
件
」
捜
査
研
究
六
一
八
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月
号
）
六
四
頁
以
下
参
照
）
が
、
親

の
義
務
履
行
違
反
に
対
す
る
法
的
制
裁
の
例
と
し
て
、
英
国
一
九
九
八
年
犯
罪
・
秩
序
違
反
法
に
お
け
る
「
養
育
命
令
」（��������������

���������������
）
が
あ
る
。

さ
し
づ
め
、
加
門
博
子
「
子
供
の
非
行
と
親
の
責
任
」
警
察
学
論
集
五
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
二
頁
以
下
参
照
。
加
門
氏
は
子
供
の
再
非
行
防
止

が
親
の
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
を
最
大
の
問
題
点
だ
と
さ
れ
、
こ
の
養
育
命
令
に
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
藤
弘
子
「
少
年
非
行
と
親
の
『
責

任
』」
法
律
時
報
七
六
巻
八
号
（
二
〇
〇
四
年
七
月
号
）
三
二
頁
は
、「
義
務
の
履
行
の
強
化
と
い
う
点
で
、
日
本
で
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

制
度
」
だ
と
さ
れ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
親
に
対
す
る
刑
事
責
任
法
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
門
田
成
人
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
少
年
犯
罪

対
策
の
一
断
面
―
子
供
の
犯
罪
行
為
に
基
づ
く
親
の
刑
事
責
任
」
大
阪
大
学
国
際
公
共
政
策
研
究
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
九
頁
以
下
。

（　

）　

英
国
に
お
け
る
「
二
〇
〇
三
年
刑
事
裁
判
法
（����������������������

�������������������������
）
に
至
る
刑
事
司
法
の
思
潮
は
刑
事
法
の
役
割
に
つ
い
て
示
唆
に
富
ん
で

１４
い
る
。������
��������������������������

�
������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������
���������

�����������

ま
た
、
竹
内
謙
治
「
少
年
犯
罪
の
社
会
構
造
性
と
少
年
へ
の
援
助
―
―
一
九
九
〇
年
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
へ
の
対
抗
機
軸
―
―
」
九
大
法

学
八
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
参
照
。
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